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（２）事業所内保育施設に対する支援の充実と地域開放      ４，６０３百万円 

事業所内保育施設を設置、運営する事業主に対する助成措置について、助成期間

を延長（５年→１０年）するとともに従業員以外の地域の利用者への地域開放を進

めることにより、事業所内保育施設の設置促進を図る。 

 

（３）中小企業における次世代育成支援対策の推進            ７８４百万円 

次世代育成支援対策推進センターにおいて、中小企業における行動計画の策定、

届出を促進するため、講習会、巡回指導を実施する等、相談援助機能を強化する。 

 

 

 

 

 

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進 

《９１９百万円→８５３百万円》 
 

（１）職場における男女雇用機会均等の推進               ４９９百万円 

男女雇用機会均等法の履行確保のため、厳正的確な指導を行うとともに、迅速な

紛争解決の援助を実施する。 

 

（２）ポジティブ・アクションの取組の推進                  ３２９百万円 

男女雇用機会均等法の履行確保とともに、男女労働者の格差の解消をめざした企

業の積極的かつ自主的な取組（ポジティブ・アクション）を進めるため、その周知

と取組のノウハウを提供する。 

 

 

安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備 

（参考）  

平成２０年度補正予算において、育児休業・短時間勤務制度の利用   

を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤務制度の利用者が初めて 

出た場合に、１人目及び２人目について支給対象としている中小企業事 

業主に対する助成金の支給対象範囲を５人目まで拡大するとともに、２ 

人目以降の支給額を増額（育児休業：６０万円→８０万円等）する。 

また、労働者が利用した育児サービス費用を負担する中小企業事業主 

に対する助成金について、助成率・助成限度額を引き上げる（助成率：

２分の１→４分の３、限度額：３０万円→４０万円（１人当たり）、 

３６０万円→４８０万円（１事業主当たり））。     【制度要求】 
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（３）起業準備段階及び起業後間もない時期の女性に対する起業支援 

２５百万円 

起業に向け取り組む女性に対する情報技術を用いて行う学習（e－ラーニングサ

ービス）の提供や、起業が軌道にのった先輩起業家が女性起業家に助言を行うメン

ター紹介サービス事業の実施等により起業を支援する。 

 

 

２ パートタイム労働法に基づく正社員との均衡待遇の確保と正社員転換

の推進                               《１，３９３百万円→１，６９０百万円》 
 

パートタイム労働法における均衡待遇の確保と正社員転換を推進するため、専門家

の配置等による相談、援助等事業主支援を実施する。また、短時間正社員制度につい

て、業界ごとの導入モデルの開発、普及等により、その導入促進、定着を図る。 

さらに、短時間労働者に対する正社員との均衡待遇等を考慮した制度を導入する中

小企業に対して助成（６０万円等）する。 

 

 

３ テレワークの普及促進                   

   《７４百万円→６４百万円》 
 

 在宅での就業形態による発注者とのトラブル等に対する相談援助等を実施する。 
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母子家庭の母の介護福祉士・看護師等の資格取得支援                １．３億円 

母子家庭の母の自立促進のために、介護福祉士・看護師等の資格取得を支援する高 

等技能訓練促進費の支給期間の延長を行う。 

 

修業期間の最後の１／３の期間（上限12か月） 

             → 修業期間の後半１／２の期間（上限18か月） 

 

 

 

 

 

 １ 子育て支援サービスの緊急整備                          １，０００億円 

    子どもを安心して育てることができるよう「新待機児童ゼロ作戦」の前倒し実施を

図り、平成２２年度までの集中重点期間において１５万人分の保育所や認定こども園

の整備を推進することなどを目的として都道府県に「安心こども基金（仮称）」を創

設する。（文部科学省分を含む。） 

 

２  子育て応援特別手当の支給                          ６５１億円 

平成２０年度の緊急措置として、幼児教育期（小学校就学前３年間）の第二子以

降の子一人あたりにつき、３．６万円の子育て応援特別手当を支給する。 

 

３ 安心・安全な出産の確保（妊婦健診公費負担の拡充）               ７９０億円 

妊婦が健診の費用の心配をせず、必要な回数（１４回程度）を受けられるように

平成２２年度までの間、地方財政措置されていない９回分について、市町村におけ

る妊婦健診の公費負担の拡充を図る。 

 

４ 中小企業の子育て支援促進                               制度要求 

 育児休業・短時間勤務制度の取得を促進するため、育児休業取得者又は短時間勤

務制度の利用者が初めて出た場合に、1 人目及び 2 人目について支給対象としてい

る中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を 5人目まで拡大するとともに、

2人目以降の支給額を増額（育児休業：60万円→80万円等）する。 

 また、労働者が利用した育児サービス費用を負担するための中小企業事業主に対

する助成金について、助成率・助成限度額を引き上げる（助成率：2 分の 1→4 分

の 3、限度額：30 万円→40 万円（1 人当たり）、360 万円→480 万円（1 事業主当

たり））。（制度要求） 

 
平成２０年度厚生労働省第２次補正予算 

（雇用均等・児童家庭局所管分） 

○出産・子育て支援の拡充                  ２，４４１億円 

○介護従事者の処遇改善と人材確保等            １．３億円 

参考資料１ 


